
第３３号議案 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 足立区介護保険条例（平成１２年足立区条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第８条中「第４７条第２項」を「第４７条第３項」に、「第５１条の３」

を「第５１条の４」に、「第５９条第２項」を「第５９条第３項」に、「第

６１条の３」を「第６１条の４」に改める。 

 第１０条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号

を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する

費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額

及び保険料の水準に関する中長期的な推計 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「平成２４年度から平成２６年

度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項第１号

中「３万２，７６０円」を「３万７，０８０円」に改め、同項第２号中

「３万８，８８０円」を「４万８，２４０円」に改め、同項第３号中「５

万１６０円」を「５万５，６８０円」に改め、同項第４号中「６万６，

８４０円」を「６万４，５６０円」に改め、同項第１２号中「１８万４

８０円」を「２０万２８０円」に改め、同号を同項第１４号とし、同号

の前に次の１号を加える。 

 （１３) 次のいずれかに該当する者 １７万６４０円 

  ア 合計所得金額が１，２００万円以上１，８００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 



  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ((１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

 第１２条第１項第１１号中「１５万３，８４０円」を「１４万８，３

２０円」に改め、同号ア中「１，２００万円以上１，８００万円未満」

を「８００万円以上１，２００万円未満」に改め、同号イ中「（（１）に

係る部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同号を同項第１２号

とし、同項第１０号中「１３万３，６８０円」を「１３万３，５６０円」

に改め、同号ア中「８００万円以上１，２００万円未満」を「６００万

円以上８００万円未満」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ

又は第１３号イ」に改め、同号を同項第１１号とし、同項第９号中「１

２万３６０円」を「１１万５２０円」に改め、同号ア中「６００万円以

上８００万円未満」を「４００万円以上６００万円未満」に改め、同号

イ中「又は第１１号イ」を「、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同

号を同項第１０号とし、同項第８号中「９万９，６００円」を「１０万

７，６４０円」に改め、同号ア中「４００万円以上６００万円未満」を

「２９０万円以上４００万円未満」に改め、同号イ中「第１０号イ又は

第１１号イ」を「第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同

号を同項第９号とし、同項第７号中「９万６，９６０円」を「１０万３，

９２０円」に改め、同号ア中「４００万円」を「２９０万円」に改め、

同号イ中「第９号イ、第１０号イ又は第１１号イ」を「第１０号イ、第

１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同号を同項第８号とし、

同項第６号中「８万８８０円」を「８万９，７６０円」に、同号ア中「１

２５万円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「第８号イ、第９号イ、

第１０号イ又は第１１号イ」を「第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５

号中「７万２，２４０円」を「８万１６０円」に改め、同号ア中「１２



５万円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「第７号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ又は第１１号イ」を「第８号イ、第９号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同号を同項第

６号とし、同号の前に次の１号を加える。 

 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７万４，１６０円 

 第１２条第２項及び第３項を削る。 

 付則に次の１条を加える。 

 （改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等

に関する経過措置） 

第９条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援

総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に

鑑み、その円滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から区長が定

める日までの間は行わず、当該区長が定める日の翌日から行うものと

する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区介護保険条例第１２条の規定は、平

成２７年度分からの保険料について適用し、平成２６年度分までの保

険料については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 保険料率を改定するほか、規定を整備する必要があるので、この条例

案を提出いたします。 

 

 

 


